
 

平成２３年度貿易円滑化事業の開始について 

＜補助事業者の追加＞ 

 

平成２４年１月６日 

貿易経済協力局貿易振興課 

 

 

 平成２３年度貿易円滑化事業について、昨年１２月２２日付で新たな補助事

業者となる以下の検査機関を発表したところですが、それらの検査機関におい

て本日から補助事業を開始しますのでお知らせします。 

 

（注）なお、この事業は輸出品に関する放射線量検査に要する経費を補助するものである

ため、検査申込みにあたり輸出契約書（写し）等の書類の提出が必要となります。また、

中小企業とそれ以外の企業では検査料補助の割合が異なることから、中小企業の区分で検

査を申し込む場合には、中小企業であることが確認できる書類（登記簿謄本等）が必要に

なります。詳細は以下のリンク「放射線量検査ＦＡＱ」をご参照いただくほか、それぞれ

の検査機関にお問い合わせください。 

 

◇本日から事業を開始する検査機関 

 

・ 一般社団法人日本貨物検数協会 

・ 株式会社ユニチカ環境技術センター 

・ 財団法人北海道薬剤師会公衆衛生検査センター 

 

◇補助事業者一覧 

 

◇放射線量検査ＦＡＱ 

http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/commodities_link_03.pdf
http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/commodities_link_05.pdf

